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○ 取扱い 

 原則として、全身性エリテマトーデス（SLE）（疑い含む）又は混合性

結合組織病（MCTD）（疑い含む）に対する抗 DNA 抗体の算定は認めら

れる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 抗 DNA 抗体は DNA に対する自己抗体であり、全身性エリテマトーデ

ス（SLE）で高頻度、特異的に検出されるため、診断や活動性評価として

有用である。 

 また、混合性結合組織病（MCTD）に対しては、初診時の鑑別目的、或

いは確定診断後の臨床症状の変化等による診断見直しが必要な場合に有

用な抗体検査でもある。 

 以上のことから、全身性エリテマトーデス（SLE）（疑い含む）又は混

合性結合組織病（MCTD）（疑い含む）に対する抗 DNA 抗体の算定は認

められると整理した。 

 

○ 留意事項 

単なる「膠原病（疑い含む）」のみでの算定は認められない。 

 また、膠原病の診断を確定するための抗体検査は臨床症状や身体所見な

どより疑い病名の数を絞った上で必要なもののみを実施すべきであり多

数の疑い病名を記載し抗体検査を網羅的に算定することは療養担当規則

により避けるべきである。 

 


